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ぐんま住まいの相談センター

相　談　事　例

相談タイトル　

土地の購入について

　Q：ご相談内容

藤岡市内の住宅用土地を購入したいと考えている。どこに相談すればいい
か。

A：回答

一般的には最寄りの不動産業者にご相談いただき、相談者の方の希望に合う
土地を探していただくことになります。最近では、各市町村で「空き家（空
き地）バンク」と行った制度を設け運用している自治体も多く、藤岡市でも
空き家バンクを設置しています。現在、藤岡市の空き家バンクには建物付き
の物件は紹介されていますが、土地のみ物件はないようです。（当時）


